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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材フィルムの片面に、真空蒸着装置を使用し、アルミニウム蒸気と酸素とを気相中で
反応させながら、その反応系をインラインで調整して、３６６ｎｍにおける紫外線透過率
を８８～９２％に調整した酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化し、
次いで、該酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化した基材フィルムからなる蒸着フィルムを
、真空蒸着装置内で、その酸化アルミニウムの蒸着膜面を内側にして巻き取り、
しかる後、上記で製造した蒸着フィルムを真空蒸着装置の真空チャンバ－から取り出した
後、巻き返し機を使用して、その酸化アルミニウムの蒸着膜面が外側になるように巻き返
し、
次いで、上記で巻き返した蒸着フィルムを、温度２５℃の範囲で、相対湿度５０％の範囲
の一定条件下において１週間以上放置して恒温恒湿処理を施し、酸化アルミニウムの蒸着
膜を構成するアルミニウムの酸化度を高めて透明化を図ることにより、３６６ｎｍにおけ
る紫外線透過率を９５％以上に調整してなる酸化アルミニウムの蒸着膜を形成することを
特徴とするバリア性フィルムの製造法。
【請求項２】
　基材フィルムが、２軸延伸ポリアミド系樹脂フィルムまたは２軸延伸ポリエチレンテレ
フタレ－トフィルムからなることを特徴とする上記の請求項１に記載するバリア性フィル
ムの製造法。
【請求項３】
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　酸化アルミニウムの蒸着膜が、膜厚１５０～３００Åの範囲内であることを特徴とする
上記の請求項１～２のいずれか１項に記載するバリア性フィルムの製造法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バリア性フィルムおよびそれを使用した積層材に関し、更に詳しくは、高い透
明性を有し、かつ、酸素ガスバリア性、水蒸気バリア性等に優れ、特に、環境温度が変化
しても酸素ガスバリア性の変化が少なく温度依存性に充分に耐える酸化アルミニウムの蒸
着膜を有するバリア性フィルムおよびそれを使用した積層材に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、酸素ガスバリア性、水蒸気バリア性等に優れたバリア性フィルムとして種々のもの
が開発され、提案されているが、それらの一つとして、近年、プラスチックフィルムの表
面に、真空蒸着法等の物理気相成長法を利用して、酸化珪素、酸化アルミニウム等の無機
酸化物の蒸着膜を設けた蒸着フィルムが知られている。
而して、上記の蒸着フィルムは、透明性を有し、かつ、酸素ガスバリア性、水蒸気バリア
性等に優れ、更に、環境対応に適うバリア性素材として注目され、他のプラスチックフィ
ルム、あるいは、紙基材、その他等と積層し、種々の形態からなる積層材を構成し、飲食
品、化学品、その他等の物品を充填包装する包装用材料として、その発展、需要が期待さ
れているものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記の酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化してなる蒸着フィルムにおいては、
高い透明性を有する蒸着フィルムを製造するために、例えば、酸化アルミニウムを蒸発源
として蒸着する場合があるが、この場合には、透明性に優れたものを製造することはでき
るという利点を有するが、酸化アルミニウムの蒸発温度が高く、かつ、その熱効率が著し
く劣ることから、蒸着時に基材フィルムへの熱的影響が大きいという問題点があり、更に
、高コストになるという問題点がある。
このため、基材フィルムの上に、気相中で酸化アルミニウムの蒸気と酸素ガスとを反応さ
せながら酸化アルミニウムの蒸着膜を形成する方法が知られているが、この場合、酸素ガ
スの供給量が多いと、高い透明性を有する蒸着フィルムを製造することができるが、酸素
ガスバリア性等が劣るという問題点があり、また、酸素ガスの供給量が少ないと酸素ガス
バリア性等は良くなるが、透明性が劣り、更に、透明性を高めるために、空気中に放置し
て完全に酸化させることも試みられているが、この場合には、処理時間に長時間を必要と
し、コスト的に問題点がある。
また、蒸着インラインで酸化アルミニウムの蒸着膜面に酸素プラズマを照射し、その蒸着
膜面に、反応性の高い高活性酸素を導入し、酸化アルミニウムと水酸化アルミニウムとか
らなる複合膜を形成する方法も知られているが、この場合には、複合膜が、よりアモルフ
ァスになり、例えば、温度変化により酸素ガスバリア性が大きく変化し、温度依存性の高
い、使用性に劣る複合膜になるという問題点がある。
更にまた、蒸着オフラインで酸化アルミニウムの蒸着膜面を処理することにより、上記と
同様に、酸化アルミニウムと水酸化アルミニウムとからなる複合膜を形成する方法も知ら
れているが、この場合においても、上記と同様に、温度依存性が高くなり、高温において
酸素ガスバリア性が劣化する複合膜になるという問題点がある。
いずれにしても、酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化してなる蒸着フィルムは、その酸化
アルミニウムの蒸着膜が、高い透明性を有するという利点があるが、酸素ガスバリア性等
において酸化珪素の蒸着膜を製膜化してなる蒸着フィルムよりも劣り、酸素ガスバリア性
、水蒸気ガスバリア性等について、酸化珪素の蒸着膜を製膜化してなる蒸着フィルムに及
ばないものである。
また、酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化してなる蒸着フィルムにおいて、その酸素ガス
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バリア性、水蒸気ガスバリア性等を上げるために、酸化アルミニウムの蒸着膜の膜厚を厚
くすることも試みられているが、この場合には、酸化アルミニウムの蒸着膜の膜硬度が高
く、例えば、所望の印刷絵柄層を設ける印刷加工、あるいは、他のプラスチックフィルム
等を積層する積層ラミネ－ト加工、更に、積層材を使用して製袋する製袋加工等の後加工
工程において、酸化アルミニウムの蒸着膜にクラック等が発生し、その要をなさないとい
う問題点がある。
更に、基材フィルムの表面に、予め、蒸着用アンダ－コ－ト剤等をコ－ティングし、酸化
アルミニウムの蒸着膜あるいは酸化珪素の蒸着膜等との密着強度等を向上させて、その酸
素ガスバリア性、水蒸気ガスバリア性等を向上させることも試みられているが、酸化アル
ミニウムの蒸着膜の場合には、その効果が認められないものである。
そこで本発明は、高い透明性を有し、かつ、酸素ガスバリア性、水蒸気バリア性等に優れ
、特に、環境温度が変化しても酸素ガスバリア性の変化が少ない温度依存性に充分に耐え
る酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化してなるバリア性フィルムおよびそれを使用した積
層材等を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上記のような問題点を解決すべく種々検討の結果、基材フィルムの片面に、
アルミニウム蒸気と酸素とを気相中で反応させながら、その反応系をインラインで調整し
て、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を８８～９２％の範囲に調整した酸化アルミニウム
の蒸着膜を製膜化し、次に、該酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化した基材フィルムから
なる蒸着フィルムを、２５℃の常温状態で、相対湿度５０％ＲＨの環境中に１週間以上放
置して恒温恒湿処理してバリア性フィルムを製造したところ、３６６ｎｍにおける紫外線
透過率を９５％以上に調整することができ、極めて高い透明性を有し、更に、酸素ガスバ
リア性、水蒸気バリア性等に優れ、特に、環境温度が変化しても酸素ガスバリア性の変化
が少ない温度依存性に充分に耐えるバリア性フィルムを見出し、更に、上記のバリア性フ
ィルムに、他のプラスチックフィルム等を積層して積層材を製造し、次に、該積層材を使
用し、これを製袋して包装用容器を製造し、該包装用容器内に、飲食品、化学品、その他
等の種々の物品、特に、小麦粉、パン粉、カレ－粉、米穀粉、その他等の粉末状飲食品を
充填包装したところ、充填包装適性を有すると共に流通、貯蔵等の経路等において十分に
保存適性を有し、極めて良好な包装製品を製造し得ることを見出して本発明を完成したも
のである。
【０００５】
すなわち、本発明は、基材フィルムの片面に、アルミニウム蒸気と酸素とを気相中で反応
させながら、その反応系をインラインで調整して、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を８
８～９２％の範囲に調整した酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化し、次に、該酸化アルミ
ニウムの蒸着膜を製膜化した基材フィルムからなる蒸着フィルムを、２５℃の常温状態で
、相対湿度５０％ＲＨの環境中に１週間以上放置して恒温恒湿処理することにより、３６
６ｎｍにおける紫外線透過率を９５％以上に調整したことを特徴とするバリア性フィルム
およびそれを使用した積層材に関するものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】
上記の本発明について以下に更に詳しく説明する。
まず、本発明にかかるバリア性フィルムについてその製造法の一例を挙げて説明すると、
本発明にかかるバリア性フィルムは、まず、真空蒸着装置等を使用し、基材フィルムの片
面に、アルミニウム蒸気と酸素とを気相中で反応させながらその反応系をインラインで調
整して、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を８８～９２％に調整した酸化アルミニウムの
蒸着膜を製膜化し、次いで、該酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化した基材フィルムから
なる蒸着フィルムを、例えば、その酸化アルミニウムの蒸着膜面を内側にして巻き取り、
しかる後、更に、該酸化アルミニウムの蒸着膜面が外側になるように巻き返し、その巻き
返した蒸着フィルムを温度２５℃、相対湿度５０％ＲＨの環境中に１週間以上放置して恒
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温恒湿処理を施すことにより、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を９５％以上に調整して
、本発明にかかるバリア性フィルムを製造することができる。
【０００７】
上記の本発明にかかるバリア性フィルムの製造法について、その一例である巻き取り式真
空蒸着機を例示して更に具体的に説明すると、図１に示すように、巻き取り式真空蒸着装
置１の真空チャンバ－２の中で、巻き出しロ－ル３から基材フィルム４を繰り出し、次い
で、該基材フィルム４を、ガイドロ－ル５、６を介して、冷却したコ－ティングドラム７
に案内する。
他方、真空チャンバ－２の中では、るつぼ８で蒸着源９として熱せられたアルミニウム（
金属）を蒸発させ、その際に、酸素吹き出し口１０より酸素ガス等を供給して、上記のア
ルミニウム蒸気と酸素ガスとを反応させながら、上記で冷却したコ－ティングドラム７の
上に案内された基材フィルム４の表面に、マスク１１、１１を介して酸化アルミニウムの
蒸着膜を製膜化し、次いで、該酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化した基材フィルム４か
らなる蒸着フィルムを、その酸化アルミニウムの蒸着膜を内側にして、ガイドロ－ル５´
、６´を介して、巻き取りロ－ル１２に巻き取って、基材フィルム４の上に酸化アルミニ
ウムの蒸着膜を製膜化してなる蒸着フィルを製造する。
而して、本発明においては、上記の蒸着フィルムの製造工程において、酸素吹き出し口１
０より酸素ガス等を供給する際に、その酸素ガスの供給量を調整しながら、３６６ｎｍに
おける紫外線透過率を８８～９２％に調整した酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化するも
のである。
ちなみに、上記で製膜化された酸化アルミニウムの蒸着膜は、アルミニウムの酸化度が低
く、真っ黒ないし濃い茶褐色状を呈しているものである。
次いで、本発明においては、上記で製造した蒸着フィルムは、上記のように酸化アルミニ
ウムの蒸着膜が完全に透明ではないことから、その透明化をオフラインで行うことにより
、本発明にかかるバリア性フィルムを製造するものである。
すなわち、本発明においては、図示しないが、上記で製造した蒸着フィルムを真空チャン
バ－から取り出した後、例えば、巻き返し機等を使用して、その酸化アルミニウムの蒸着
膜面が外側になるように巻き返し、しかる後、その巻き返した蒸着フィルムを温度２５℃
の範囲で、相対湿度５０％の範囲の一定条件下において１週間以上放置して恒温恒湿処理
を施して酸化アルミニウムの蒸着膜を構成するアルミニウムの酸化度を高めて透明化を図
ることにより、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を９５％以上に調整して、本発明にかか
るバリア性フィルムを製造するものである。
なお、本発明においては、蒸着フィルムの状態においては、酸化アルミニウムの蒸着膜を
構成する酸化アルミニウムが、Ａｌ2 Ｏ3 という完全な酸化アルミニウムになりきってい
ない不完全な酸化アルミニウムの状態であり、これが、空気中の酸素等を吸収し、その酸
素と反応してＡｌ2 Ｏ3 という完全な酸化アルミニウム状態に変化することによって、そ
のガスバリア性等の性能を保持しつつ透明性が上げられるものであると推定されるもので
ある。
【０００８】
上記の製造法において、基材フィルムとしては、無色透明な各種の樹脂のフィルムないし
シ－トを使用することができ、具体的には、例えば、ポリエチレンあるいはポリプロピレ
ン等のポリオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレ－トあるいはポリエチレンナフタ
レ－ト等のポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカ－ボネ－ト系樹脂、その他等
の各種の樹脂のフィルムないしシ－トを使用することができる。
この樹脂のフィルムないしシ－トは、単層、あるいは、２層以上の共押し出し法で製膜し
たもの、あるいは、例えば、フラット法による逐次２軸延伸法、同時２軸延伸法、チュ－
ブラ－同時２軸延伸法等を利用して二軸方向に延伸加工されているもの等を使用すること
ができ、更に、その厚さとしては、フィルムないしシ－トの製造時の安定性等から、約７
～１００μｍ位、好ましくは、９～３０μｍ位が望ましい。
また、上記の樹脂のフィルムないしシ－トとしては、必要ならば、その表面に、例えば、
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コロナ放電処理、プラズマ処理、フレ－ム処理、その他等の表面活性処理を任意に施すこ
とができる。
また、本発明においては、蒸着膜との強固を密着強度を達成するために、例えば、ポリエ
ステル系、ウレタン系、エポキシ系、アミン系、その他等のアンカ－コ－ト剤を第１の薄
膜を形成する蒸着工程で、インライン、あるいは、オフラインで形成することもできる。
更に、本発明においては、用途に応じて、例えば、帯電防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤、
滑剤、充填剤、その他等の所望の添加剤を、その透明性に影響しない範囲内で任意に添加
し、それらを含有する樹脂のフィルムないしシ－ト等も使用することができる。
【０００９】
而して、本発明においては、基材フィルムとしては、上記のような樹脂のフィルムないし
シ－トの中でも、テレフタル酸とエチレングリコ－ルとの縮合反応で得られるポリエチレ
ンテレフタレ－トフィルム等のジカルボン酸の酸成分とジオ－ルのアルコ－ル成分との脱
水縮合物であるポリエステル系樹脂のフィルムないしシ－トを使用することが望ましいも
のである。
上記のポリエステル系樹脂としては、その目的に応じて、例えば、酸成分、あるいは、ア
ルコ－ル成分に他の成分を使用したり、あるいは、部分的に多成分を使用してコポリマ－
とすることもできる。
更に、上記のポリエステル系樹脂のフィルムないしシ－トとしては、通常の一般タイプの
ものの他、透明タイプ、易接着性タイプ、レトルトタイプ、その他、特殊なタイプのもの
等のいずれのもでも使用することができる。
また、本発明においては、充填包装する内容物として、特に、小麦粉、パン粉、カレ－粉
、米穀粉、その他等の粉末状飲食品を充填包装する場合には、強靱性に富み、耐突き刺し
性、耐薬品性、その他等に優れているナイロン６、ナイロン６６、ナイロン７、ナイロン
１２、その他等のポリアミド系樹脂のフィルムないしシ－トを使用することが望ましいも
のである。
【００１０】
次に、本発明において、本発明にかかるバリア性フィルムを構成する酸化アルミニウムの
蒸着膜としては、透明性に優れ、非結晶性の酸化アルミニウムの蒸着膜が好ましく、具体
的には、式ＡｌＯX （ただし、式中、Ｘは、１～１．５の数を表す。）で表される酸化ア
ルミニウムの蒸着膜が好ましいものである。
また、本発明において、上記の酸化アルミニウムの蒸着膜の膜厚としては、５０～５００
Å位、より好ましくは、１５０～３００Å位が望ましく、而して、上記において、３００
Å、更には、５００Åより厚くなると、その膜の可撓性が低下し、膜にクラック等が発生
し易くなるので好ましくなく、また、５０Å未満、更には、１５０Å未満であると、その
バリア性等の効果を奏することが困難になることから好ましくないものである。
而して、本発明において、上記の酸化アルミニウムの蒸着膜は、具体的には、例えば、蒸
着原料としてアルミニウムを用い、エレクトロンビ－ムガン等でアルミニウムを蒸発させ
、そのアルミニウムの蒸発気相中に酸素ガス等を供給することでアルミニウムを酸化させ
て、基材フィルムの上に酸化アルミニウムの蒸着膜を低コストで良好に形成するものであ
る。
上記において、酸化反応を効率的に行うためには、マイクロウエ－ブ波を照射しながら蒸
着する方法も利用することができる。
本発明において、上記の蒸着法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオ
ンプレ－ティング法等の物理気相成長法（物理気相成長法、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｖａｐｏ
ｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ法、ＰＶＤ法）によって、酸化アルミニウムの蒸着膜を形成し
、これを使用することができる。
また、上記において、蒸着原料の加熱方式としては、例えば、エレクトロンビ－ム（ＥＢ
）方式、高周波誘導加熱方式、抵抗加熱方式等を用いることができ、本発明においては、
熱効率が良く、高速で蒸着が可能なエレクトロンビ－ム方式の真空蒸着法がより好ましい
ものである。
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【００１１】
ところで、本発明にかかるバリア性フィルムにおいて、酸化アルミニウムの蒸着膜の透明
性は、アルミニウムと反応させる酸素ガスの供給量によって決まるものであり、酸素ガス
の供給量が多いと、透明性は良好になるが酸素ガスバリア性は悪くなり、また、酸素ガス
の供給量が少ないと、酸素ガスバリア性良好になるが、透明性は悪化することになるもの
である。
而して、本発明においては、前述のように、蒸着インラインで酸素ガスの供給量を調整し
、酸化アルミニウムの蒸着膜を構成するアルミニウムの酸化度が低く、色調が、真っ黒な
いし濃い茶褐色状であり、更に、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を８８～９２％に調整
した酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化するものである。
次いで、本発明においては、上記で酸化アルミニウム蒸着膜を製膜化した基材フィルムか
らなる蒸着フィルムを、蒸着インラインで、その酸化アルミニウム蒸着膜面を内側にして
巻き取ったものを、更に、該酸化アルミニウム蒸着膜面が外側になるように巻き返し、次
いで、上記の巻き返した蒸着フィルムを温度２５℃、相対湿度５０％ＲＨの環境中に１週
間以上放置して恒温恒湿処理することにより、酸化アルミニウムの蒸着膜を構成するアル
ミニウムの酸化度を高めて透明化を図ることにより、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を
９５％以上に調整して、本発明にかかるバリア性フィルムを製造するものである。
【００１２】
本発明において、上記のような製造法で得られる本発明にかかるバリア性フィルムＡは、
図２の概略的断面図で示すように、基材フィルム４の片面に、アルミニウム蒸気と酸素と
を気相中で反応させ、その反応系をインラインで調整して製膜化した３６６ｎｍにおける
紫外線透過率が８８～９２％の範囲にある酸化アルミニウムの蒸着膜２１を、２５℃の常
温状態で、相対湿度５０％ＲＨの環境中に１週間以上放置して恒温恒湿処理して調整し、
３６６ｎｍにおける紫外線透過率を９５％以上に変性してなる酸化アルミニウムの蒸着膜
２２を設けた構成からなるものである。
【００１３】
而して、上記のようにして製造した本発明にかかるバリア性フィルムは、例えば、樹脂の
フィルム、紙基材、金属素材、合成紙、セロハン、その他等の包装用容器を構成する包装
用素材等と任意に組み合わせて積層し、種々の物品を充填包装するに適した積層材を製造
可能とするものである。
上記の積層材についてその一二例を具体例を例示すれば、図３の概略的断面図に示すよう
に、上記の図２に示すバリア性フィルムＡの酸化アルミニウムの蒸着膜２２（２１）の面
に、少なくとも、ヒ－トシ－ル性樹脂層２３を積層した構成からなる積層材Ｂを挙げるこ
とができる。
上記の図３において、図中、４の符号は、前述と同じ意味である。
あるいは、本発明においては、図４の概略的断面図に示すように、上記の図３に示す積層
材Ｂの基材フィルム４の他方の面に、更に、基材フィルム４ａを積層した構成からなる積
層材Ｃを挙げることができる。
上記の図４において、図中、４、２２（２１）、Ａ等の符号は、前述と同じ意味である。
なお、上記の例示は、本発明にかかるバリア性フィルムを使用した積層材についてその一
二例を例示したものであり、本発明は、これらによって限定されるものではないことは言
うまでもないことである。
【００１４】
本発明において、上記のヒ－トシ－ル性樹脂層を形成するヒ－トシ－ル性樹脂としては、
熱によって溶融し相互に融着し得る樹脂のフィルムないしシ－トを使用することができ、
具体的には、例えば、低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、
直鎖状（線状）低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、
アイオノマ－樹脂、エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エチル共重合
体、エチレン－メタクリル酸共重合体、エチレン－メタクリル酸メチル共重合体、エチレ
ン－プロピレン共重合体、メチルペンテンポリマ－、ポリブテンポリマ－、ポリエチレン



(7) JP 4249334 B2 2009.4.2

10

20

30

40

50

またはポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂をアクリル酸、メタクリル酸、マレイン
酸、無水マレイン酸、フマ－ル酸、イタコン酸等の不飽和カルボン酸で変性した酸変性ポ
リオレフィン樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリ塩化ビニ
ル系樹脂、その他等の樹脂のフィルムないしシ－トを使用することができる。
而して、上記のフィルムないしシ－トは、その樹脂を含む組成物によるコ－ティング膜の
状態で使用することができる。
その膜もしくはフィルムないしシ－トの厚さとしては、５μｍないし３００μｍ位が好ま
しくは、更には、１０μｍないし１５０μｍ位が望ましい。
【００１５】
なお、本発明において、上記のヒ－トシ－ル性樹脂層を形成するヒ－トシ－ル性樹脂とし
ては、特に、メタロセン触媒を用いて重合したエチレン・α－オレフィン共重合体を使用
することが好ましいものである。
而して、上記のメタロセン触媒を用いて重合したエチレン・α－オレフィン共重合体とし
ては、例えば、二塩化ジルコノセンとメチルアルモキサンの組み合わせによる触媒等のメ
タロセン錯体とアルモキサンとの組み合わせによる触媒、すなわち、メタロセン触媒を使
用して重合してなるエチレン－α－オレフィン共重合体を使用することができる。
メタロセン触媒は、現行の触媒が、活性点が不均一でマルチサイト触媒と呼ばれているの
に対し、活性点が均一であることからシングルサイト触媒とも呼ばれているものである。
具体的には、三菱化学株式会社製の商品名「カ－ネル」、三井石油化学工業株式会社製の
商品名「エボリュ－」、米国、エクソン・ケミカル（ＥＸＸＯＮ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ）社
製の商品名「エクザクト（ＥＸＡＣＴ）」、米国、ダウ・ケミカル（ＤＯＷ　ＣＨＥＭＩ
ＣＡＬ）社製の商品名「アフィニティ－（ＡＦＦＩＮＩＴＹ）、商品名「エンゲ－ジ（Ｅ
ＮＧＡＧＥ）」等のメタロセン触媒を用いて重合したエチレン・α－オレフィン共重合体
を使用することができる。
而して、本発明において、上記のようなメタロセン触媒を用いて重合したエチレン・α－
オレフィン共重合体の樹脂としては、そのフィルムないしシ－ト、あるいはその共重合体
を含む組成物によるコ－ティング膜等の状態で使用することができ、それによって、最内
層を構成するヒ－トシ－ル性を有する樹脂のフィルムないしシ－トとして機能し、而して
、その低温ヒ－トシ－ル性により、製袋時等の後加工において、無機酸化物の薄膜等に生
じるクラック等の発生を防止することが可能となるものである。
その膜もしくはフィルムないしシ－トの厚さとしては、３μｍないし３００μｍ位、好ま
しくは、５μｍないし１００μｍ位が望ましい。
なお、本発明においては、上記のメタロセン触媒を使用して重合してなるエチレン－α－
オレフィン共重合体に、更に、例えば、部分架橋エチレン－プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）
、エチレン－プロピレンゴム（ＥＰＲ）、スチレン－ブタジエン－スチレンブロックコ－
ポリマ－（ＳＢＳ）、スチレン－イソブチレン－スチレンブロックコポリマ－（ＳＩＳ）
、スチレン－エチレン－ブチレン－スチレンブロックコポリマ－（ＳＥＢＳ）等の熱可塑
性エラストマ－の１種ないしそれ以上を添加してなる樹脂組成物によるヒ－トシ－ル性樹
脂層を使用することもできる。
また、本発明において、ヒ－トシ－ル性樹脂層としては、例えば、線状低密度ポリエチレ
ンと、メタロセン触媒を使用して重合してなるエチレン－α－オレフィン共重合体とを使
用し、これらの各々を共押し出ししてなる共押し出しフィルムからなる多層のヒ－トシ－
ル性樹脂層でもよいものである。
【００１６】
本発明において、上記の基材フィルムとしては、前述の基材フィルムを同様に使用するこ
とができ、例えば、ポリエチレンあるいはポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポ
リエチレンテレフタレ－トあるいはポリエチレンナフタレ－ト等のポリエステル系樹脂、
ポリアミド系樹脂、ポリカ－ボネ－ト系樹脂、その他等の各種の樹脂のフィルムないしシ
－トを使用することができる。
上記の樹脂のフィルムないしシ－トは、単層、あるいは、２層以上の共押し出し法で製膜
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したもの、あるいは、例えば、フラット法による逐次２軸延伸法、同時２軸延伸法、チュ
－ブラ－同時２軸延伸法等を利用して二軸方向に延伸加工されているもの等を使用するこ
とができ、更に、その厚さとしては、フィルムないしシ－トの製造時の安定性等から、約
７～１００μｍ位、好ましくは、９～３０μｍ位が望ましい。
【００１７】
なお、本発明においては、通常、包装用容器は、物理的にも化学的にも過酷な条件におか
れることから、包装用容器を構成する包装材料には、厳しい包装適性が要求され、変形防
止強度、落下衝撃強度、耐ピンホ－ル性、耐熱性、密封性、品質保全性、作業性、衛生性
、その他等の種々の条件が要求され、このために、本発明においては、上記のような諸条
件を充足する材料を任意に選択して使用することができ、具体的には、例えば、低密度ポ
リエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリ
プロピレン、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、アイオノ
マ－樹脂、エチレン－アクリル酸エチル共重合体、エチレン－アクリル酸またはメタクリ
ル酸共重合体、酸変性ポリオレフィン系樹脂、メチルペンテンポリマ－、ポリブテン系樹
脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、ポリ塩化ビニリデン系樹脂、塩化ビ
ニル－塩化ビニリデン共重合体、ポリ（メタ）アクリル系樹脂、ポリアクリルニトリル系
樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ系樹脂）、アク
リロニトリル－ブタジェン－スチレン共重合体（ＡＢＳ系樹脂）、ポリエステル系樹脂、
ポリアミド系樹脂、ポリカ－ボネ－ト系樹脂、ポリビニルアルコ－ル系樹脂、エチレン－
酢酸ビニル共重合体のケン化物、フッ素系樹脂、ジエン系樹脂、ポリアセタ－ル系樹脂、
ポリウレタン系樹脂、ニトロセルロ－ス、その他等の公知の樹脂のフィルムないしシ－ト
から任意に選択して使用することができる。
本発明において、上記のフィルムないしシ－トは、未延伸、一軸ないし二軸方向に延伸さ
れたもの等のいずれのものでも使用することができる。
また、その厚さは、任意であるが、数μｍから３００μｍ位の範囲から選択して使用する
ことができる。
更に、本発明においては、フィルムないしシ－トとしては、押し出し成膜、インフレ－シ
ョン成膜、コ－ティング膜等のいずれの性状の膜でもよい。
また、上記において、紙基材としては、例えば、強サイズ性の晒または未晒の紙基材、あ
るいは純白ロ－ル紙、クラフト紙、板紙、加工紙等の紙基材、その他等を使用することが
できる。
上記において、紙層を構成する紙基材としては、坪量約８０～６００ｇ／ｍ2 位のもの、
好ましくは、坪量約１００～４５０ｇ／ｍ2 位のものを使用することが望ましい。
また、上記にといて、金属素材としては、例えば、アルミニウム箔、あるいは、アルミニ
ウム蒸着膜を有する樹脂のフィルム等を使用することができる。
【００１８】
而して、上記において、上記のような材料を使用して本発明にかかる積層材を製造する方
法について説明すると、かかる方法としては、通常の包装材料をラミネ－トする方法、例
えば、ウエットラミネ－ション法、ドライラミネ－ション法、無溶剤型ドライラミネ－シ
ョン法、押し出しラミネ－ション法、Ｔダイ押し出し成形法、共押し出しラミネ－ション
法、インフレ－ション法、共押し出しインフレ－ション法、その他等で行うことができる
。
而して、本発明においては、上記の積層を行う際に、必要ならば、例えば、コロナ処理、
オゾン処理、フレ－ム処理、その他等の前処理をフィルムに施すことができ、また、例え
ば、ポリエステル系、イソシアネ－ト系（ウレタン系）、ポリエチレンイミン系、ポリブ
タジェン系、有機チタン系等のアンカ－コ－ティング剤、あるいはポリウレタン系、ポリ
アクリル系、ポリエステル系、エポキシ系、ポリ酢酸ビニル系、セルロ－ス系、その他等
のラミネ－ト用接着剤等の公知のアンカ－コ－ト剤、接着剤等を使用することができる。
【００１９】
なお、本発明にかかる積層材においては、これを構成するいずれかの層に、例えば、文字
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、図形、絵柄、記号、その他等からなる所望の印刷絵柄層を形成することができる。
上記の印刷絵柄層としては、例えば、上記の酸化アルミニウムの蒸着膜、あるいは、基材
フィルム、その他等の基材の上に、通常のグラビアインキ組成物、オフセットインキ組成
物、凸版インキ組成物、スクリ－ンインキ組成物、その他等のインキ組成物を使用し、例
えば、グラビア印刷方式、オフセット印刷方式、凸版印刷方式、シルクスクリ－ン印刷方
式、その他等の印刷方式を使用し、例えば、文字、図形、絵柄、記号、その他等からなる
所望の印刷絵柄を形成することにより構成することができる。
【００２０】
次に、本発明において、上記のような本発明にかかる積層材を使用して製袋ないし製函す
る方法について説明すると、例えば、包装用容器がプラスチックフィルム等からなる軟包
装袋の場合、上記のような方法で製造した積層材を使用し、その内層のヒ－トシ－ル性樹
脂層の面を対向させて、それを折り重ねるか、或いはその二枚を重ね合わせ、更にその周
辺端部をヒ－トシ－ルしてシ－ル部を設けて袋体を構成することができる。
而して、その製袋方法としては、上記の積層材を、その内層の面を対向させて折り曲げる
か、あるいはその二枚を重ね合わせ、更にその外周の周辺端部を、例えば、側面シ－ル型
、二方シ－ル型、三方シ－ル型、四方シ－ル型、封筒貼りシ－ル型、合掌貼りシ－ル型（
ピロ－シ－ル型）、ひだ付シ－ル型、平底シ－ル型、角底シ－ル型、その他等のヒ－トシ
－ル形態によりヒ－トシ－ルして、本発明にかかる種々の形態の包装用容器を製造するこ
とができる。
【００２１】
その他、例えば、自立性包装袋（スタンディングパウチ）等も製造することが可能であり
、更に、本発明においては、上記の複合フィルムを使用してチュ－ブ容器等も製造するこ
とができる。
上記において、ヒ－トシ－ルの方法としては、例えば、バ－シ－ル、回転ロ－ルシ－ル、
ベルトシ－ル、インパルスシ－ル、高周波シ－ル、超音波シ－ル等の公知の方法で行うこ
とができる。
なお、本発明においては、上記のような包装用容器には、例えば、ワンピ－スタイプ、ツ
ウ－ピ－スタイプ、その他等の注出口、あるいは開閉用ジッパ－等を任意に取り付けるこ
とができる。
【００２２】
次にまた、包装用容器として、紙基材を含む液体充填用紙容器の場合、例えば、積層材と
して、紙基材を積層した積層材を製造し、これから所望の紙容器を製造するブランク板を
製造し、しかる後該ブランク板を使用して胴部、底部、頭部等を製函して、例えば、ブリ
ックタイプ、フラットタイプあるいはゲ－ベルトップタイプの液体用紙容器等を製造する
ことができる。
また、その形状は、角形容器、丸形等の円筒状の紙缶等のいずれのものでも製造すること
ができる。
【００２３】
本発明において、上記のようにして製造した包装用容器は、透明性、酸素ガス、水蒸気等
に対するガスバリア性、耐衝撃性、耐突き刺し性、強度等に優れ、更に、ラミネ－ト加工
、印刷加工、製袋ないし製函加工等の後加工適性を有し、また、バリア性膜としての蒸着
薄膜の剥離を防止し、かつ、その熱的クラックの発生を阻止し、その劣化を防止して、バ
リア性膜として優れた耐性を発揮し、例えば、飲食品、化学品、医薬品、その他等の種々
の物品、特に、小麦粉、パン粉、カレ－粉、米穀粉、その他等の粉末状飲食品の充填包装
適性を有すると共に流通、貯蔵等の経路等において十分に保存適性を有し、極めて良好な
包装製品を製造し得るができるものである。
【００２４】
【実施例】
次に本発明について実施例を挙げて更に具体的に説明する。
実施例１
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（１）．基材フィルムとして、厚さ１５μｍの２軸延伸ナイロン６フィルムを使用し、こ
れをエレクトロンビ－ム（ＥＢ）加熱方式のＰＶＤ真空蒸着機の送り出しロ－ルに装着し
、下記の条件で真空蒸着を行って、膜厚２００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化し
て蒸着フィルムを製造した。
蒸着原料：アルミニウム
巻き取り側チャンバ－内の真空度：２．３×１０-3ｍｂａｒ
酸素ガス導入前のコ－ティングチャンバ－内の真空度：２．９×１０-4ｍｂａｒ
酸素ガス導入後のコ－ティングチャンバ－内の真空度：４．３×１０-4ｍｂａｒ
基材フィルムの搬送速度：５００ｍ／ｍｉｎ（実施例１）
基材フィルムの蒸着面：コロナ処理面
（２）．上記で製造した蒸着フィルムを、その酸化アルミニウムの蒸着膜面を内側にして
巻き取り、しかる後、該蒸着フィルムを蒸着機より取り出し、次いで、該蒸着フィルムを
、その酸化アルミニウムの蒸着膜面を外側にして巻き返した後、２５℃／５０％ＲＨの恒
温恒湿条件に７日間保管して恒温恒湿処理して、本発明にかかるバリア性フィルムを製造
した。
（３）．次に、上記で製造したバリア性フィルムの酸化アルミニウムの蒸着膜面に、厚さ
５０μｍの低密度ポリエチレンフィルム（ＬＤＰＥ）をドライラミネ－ション法を用いて
積層して、下記の層構成からなる本発明にかかる積層材を製造した。
上記において、接着剤としては、２液硬化型のウレタン系接着剤を用い、接着剤量は、４
．５ｇ／ｍ2 （固形分量）とした。
厚さ１５μｍの２軸延伸ナイロンフィルム・酸化アルミニウム蒸着膜／接着剤層／厚さ５
０μｍの低密度ポリエチレンフィルム
【００２５】
実施例２
（１）．基材フィルムとして、厚さ１２μｍの２軸延伸ポリエチレンテレフタレ－トフィ
ルムを使用し、これをエレクトロンビ－ム（ＥＢ）加熱方式のＰＶＤ真空蒸着機の送り出
しロ－ルに装着し、下記の条件で真空蒸着を行って、膜厚２００Åの酸化アルミニウムの
蒸着膜を製膜化して蒸着フィルムを製造した。
蒸着原料：アルミニウム
巻き取り側チャンバ－内の真空度：２．３×１０-3ｍｂａｒ
酸素ガス導入前のコ－ティングチャンバ－内の真空度：２．９×１０-4ｍｂａｒ
酸素ガス導入後のコ－ティングチャンバ－内の真空度：４．３×１０-4ｍｂａｒ
基材フィルムの搬送速度：５００ｍ／ｍｉｎ（実施例１）
基材フィルムの蒸着面：コロナ処理面
（２）．上記で製造した蒸着フィルムを、その酸化アルミニウムの蒸着膜面を内側にして
巻き取り、しかる後、該蒸着フィルムを蒸着機より取り出し、次いで、該蒸着フィルムを
、その酸化アルミニウムの蒸着膜面を外側にして巻き返した後、２５℃／５０％ＲＨの恒
温恒湿条件に７日間保管して恒温恒湿処理して、本発明にかかるバリア性フィルムを製造
した。
（３）．次に、上記で製造したバリア性フィルムの酸化アルミニウムの蒸着膜面に、厚さ
６０μｍの無延伸ポリプロピレンフィルム（ＣＰＰ）をドライラミネ－ション法を用いて
積層して、下記の層構成からなる本発明にかかる積層材を製造した。
上記において、接着剤としては、２液硬化型のウレタン系接着剤を用い、接着剤量は、３
．５ｇ／ｍ2 （固形分量）とした。
厚さ１２μｍの２軸延伸ポリエチレンテレフタレ－トフィルム・酸化アルミニウム蒸着膜
／接着剤層／厚さ６０μｍの無延伸ポリプロピレンフィルム
【００２６】
比較例１
（１）．基材フィルムとして、厚さ１５μｍの２軸延伸ナイロン６フィルムを使用し、こ
れをエレクトロンビ－ム（ＥＢ）加熱方式のＰＶＤ真空蒸着機の送り出しロ－ルに装着し
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、下記の条件で真空蒸着を行って、膜厚２００Åの酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化し
て蒸着フィルムを製造した。
なお、酸素ガス供給量を調整し、蒸着フィルムの紫外線透過率が、上記の実施例１～２よ
りも高い透過率になるように調整した。
蒸着原料：アルミニウム
巻き取り側チャンバ－内の真空度：２．３×１０-3ｍｂａｒ
酸素ガス導入前のコ－ティングチャンバ－内の真空度：２．９×１０-4ｍｂａｒ
酸素ガス導入後のコ－ティングチャンバ－内の真空度：４．３×１０-4ｍｂａｒ
基材フィルムの搬送速度：５００ｍ／ｍｉｎ（実施例１）
基材フィルムの蒸着面：コロナ処理面
（２）．次に、上記で製造した蒸着フィルムの酸化アルミニウムの蒸着膜面に、厚さ５０
μｍの低密度ポリエチレンフィルム（ＬＤＰＥ）をドライラミネ－ション法を用いて積層
して、下記の層構成からなる積層材を製造した。
上記において、接着剤としては、２液硬化型のウレタン系接着剤を用い、接着剤量は、４
．５ｇ／ｍ2 （固形分量）とした。
厚さ１５μｍの２軸延伸ナイロン６フィルム・酸化アルミニウム蒸着膜／接着剤層／厚さ
５０μｍの低密度ポリエチレンフィルム
【００２７】
比較例２
（１）．基材フィルムとして、厚さ１２μｍの２軸延伸ポリエチレンテレフタレ－トフィ
ルムを使用し、これをエレクトロンビ－ム（ＥＢ）加熱方式のＰＶＤ真空蒸着機の送り出
しロ－ルに装着し、下記の条件で真空蒸着を行って、膜厚２００Åの酸化アルミニウムの
蒸着膜を製膜化して蒸着フィルムを製造した。
なお、酸素ガス供給量を調整し、蒸着フィルムの紫外線透過率が、上記の実施例１～２よ
りも高い透過率になるように調整した。
蒸着原料：アルミニウム
巻き取り側チャンバ－内の真空度：２．３×１０-3ｍｂａｒ
酸素ガス導入前のコ－ティングチャンバ－内の真空度：２．９×１０-4ｍｂａｒ
酸素ガス導入後のコ－ティングチャンバ－内の真空度：４．３×１０-4ｍｂａｒ
基材フィルムの搬送速度：５００ｍ／ｍｉｎ（実施例１）
基材フィルムの蒸着面：コロナ処理面
（２）．次に、上記で製造した蒸着フィルムの酸化アルミニウムの蒸着膜面に、厚さ６０
μｍの無延伸ポリプロピレンフィルム（ＣＰＰ）をドライラミネ－ション法で積層して、
下記の層構成からなる積層材を製造した。
上記において、接着剤としては、２液硬化型のウレタン系接着剤を用い、接着剤量は、３
．５ｇ／ｍ2 （固形分量）とした。
厚さ１２μｍの２軸延伸ポリエチレンテレフタレ－トフィルム・酸化アルミニウム蒸着膜
／接着剤層／厚さ６０μｍの無延伸ポリプロピレンフィルム
【００２８】
実験例１
上記の実施例１～２で製造した蒸着フィルムとバリア性フィルム、および、比較例１～２
で製造した蒸着フィルムについて、膜厚、および、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を測
定し、また、上記の実施例１～２で製造したバリア性フィルム、および、比較例１～２で
製造した蒸着フィルムについて、透明性、および、酸素透過度を測定した。
上記の酸化アルミニウムの蒸着膜の膜厚は、蛍光Ｘ線分析計を用いて、絶対検量線法によ
り測定した。
また、上記の紫外線透過率は、分光光度計（島津製作所株式会社製、機種名、ＵＶ－２２
００）を使用し、透過光の３６６ｎｍにおける直線光と散乱光の合計値を全光線として透
過率を測定した。
更にまた、酸素透過度は、モコン（ＭＯＣＯＮ）法で、米国、モダンコントロ－ル（ＭＯ
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ＤＥＲＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ）社製の酸素ガス透過度測定機〔機種名、オクストラン（ＯＸ
ＴＲＡＮ）２／２０〕を使用して測定した。
その結果を下記の表１に示す。
【００２９】
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上記の表１において、紫外線透過率の単位は、％であり、膜厚の単位は、Åであり、酸素
透過度の単位は、ｃｃ／ｍ2 ・ｄａｙ・ａｔｍである。
また、上記の表１において、透明性は、バリア性フィルム（実施例１～２）と蒸着フィル
ム（比較例１～２）との紫外線透過率の差より判定し、◎は、良好、×は、やや着色を意
味する。
【００３０】
実験例２
上記の実施例１～２、および、比較例１～２で製造した積層材について、２３℃、４０℃
／１００％ＲＨの測定条件で酸素透過度等を測定した。
上記の酸素透過度は、モコン（ＭＯＣＯＮ）法で、米国、モダンコントロ－ル（ＭＯＤＥ
ＲＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ）社製の酸素ガス透過度測定機〔機種名、オクストラン（ＯＸＴＲ
ＡＮ）２／２０〕を使用して測定した。
その結果を下記の表２に示す。
【００３１】

上記の表２において、酸素透過度の単位は、ｃｃ／ｍ2 ・ｄａｙ・ａｔｍである。
【００３２】
上記の実験例１～２から明らかなように、実施例１～２にかかるバリア性フィルムにおい
ては、蒸着時の蒸着フィルムを、２５℃／５０％ＲＨの恒温恒湿条件で１週間以上にわた
って恒温恒湿処理することにより、その３６６ｎｍにおける紫外線透過率を高めることが
でき、その結果、その透明性を蒸着直後よりも格段に向上させることができるものである
。
更に、実施例１～２にかかるバリア性フィルムは、比較例１～２にかかる蒸着フィルムと
比較して、酸素透過度においても優れているものであった。
また、実施例１～２にかかるバリア性フィルムを使用した積層材は、ラミネ－トフィルム
状態で高温条件で長時間保存しても酸素透過度の劣化が少なく、実用性が高いものであり
、これに対し、比較例１～２のものは、高温条件で有意に酸素透過度が悪化した。
【００３３】
【発明の効果】
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素とを気相中で反応させながら、その反応系をインラインで調整して、３６６ｎｍにおけ
る紫外線透過率を８８～９２％の範囲に調整した酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化し、
次に、該酸化アルミニウムの蒸着膜を製膜化した基材フィルムからなる蒸着フィルムを、
２５℃の常温状態で、相対湿度５０％ＲＨの環境中に１週間以上放置して恒温恒湿処理し
てバリア性フィルムを製造したところ、３６６ｎｍにおける紫外線透過率を９５％以上に
調整することができ、極めて高い透明性を有し、更に、酸素ガスバリア性、水蒸気バリア
性等に優れ、特に、環境温度が変化しても酸素ガスバリア性の変化が少ない温度依存性に
充分に耐えるバリア性フィルムを見出し、更に、上記のバリア性フィルムに、他のプラス
チックフィルム等を積層して積層材を製造し、次に、該積層材を使用し、これを製袋して
包装用容器を製造し、該包装用容器内に、飲食品、化学品、その他等の種々の物品、特に
、小麦粉、パン粉、カレ－粉、米穀粉、その他等の粉末状飲食品を充填包装したところ、
充填包装適性を有すると共に流通、貯蔵等の経路等において十分に保存適性を有し、極め
て良好な包装製品を製造し得ることができるというものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】巻き取り式真空蒸着機についてその一例を示す概略的構成図である。
【図２】本発明にかかるバリア性フィルムについてその一例の層構成を示す概略的断面図
である。
【図３】本発明にかかるバリア性フィルムを使用した積層材についてその一例の層構成を
示す概略的断面図である。
【図４】本発明にかかるバリア性フィルムを使用した積層材についてその一例の層構成を
示す概略的断面図である。
【符号の説明】
１　巻き取り式真空蒸着装置
２　真空チャンバ－
３　巻き出しロ－ル
４　基材フィルム
５　ガイドロ－ル
５´　ガイドロ－ル
６　ガイドロ－ル
６´　ガイドロ－ル
７　コ－ティングドラム
８　るつぼ
９　蒸着源
１０　酸素吹き出し口
１１　マスク
１２　巻き取りロ－ル
２２（２１）　酸化アルミニウムの蒸着膜
Ａ　バリア性フィルム
Ｂ　積層材
Ｃ　積層材
２３　ヒ－トシ－ル性樹脂層
４ａ　基材フィルム
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